
 「都市（まち）の木造化推進法」に基づき、「建築物木材利用促進協定」制度を創設。
 建築主となる事業者等は、建築物における木材利用の構想を実現するため、国又は地方公共団体
と本協定を締結することができる。

 令和７年５月31日時点で、国で25件、地方公共団体で170件※の協定を締結。

① 協定締結者

② 構想の内容

③ 構想の達成に向けた取組の内容

④ 国又は地方公共団体の取組

⑤ 協定の対象区域

⑥ 協定の有効期間
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【協定締結のメリット】

〇 国や地方公共団体による技術的助言・情報提供。

〇 ホームページでの公表やメディアに取り上げられること等により、当該事業者の
社会的認知度の向上、環境意識の高い事業者として、社会的評価の向上。

〇 国や地方公共団体による、財政的な支援。
（例:一部予算事業における加点等優先的な措置）

【協定の内容】 【協定の形態(イメージ)】

詳しくは
林野庁HP

※地方公共団体については令和７年５月31日時点で林野庁が把握している件数。

建築物木材利用促進協定制度について


